
 

船舶インシデント調査報告書 

令和３年６月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（燃料供給不能） 

発生日時 令和２年７月３日 １５時５０分ごろ 

発生場所 三重県尾鷲
お わ せ

市尾鷲港東方沖 

 尾鷲港第２防波堤灯台から真方位０９７°１,０２０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°０４.３′ 東経１３６°１３.０′） 

インシデントの概要  プレジャーボートLIBERTE
リ ベ ル タ

は、航行中、船外機の運転ができなくな

り、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和２年７月１５日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート LIBERTE、３.２トン 

 ２５０－５６２６６三重、八栄観光株式会社 

乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊 

負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 雨、風向 南、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 ０.５～１ｍ 

インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、和歌山県和歌

山港への回航中、船外機が停止した。 

 本船は、船長が１１８番通報し、来援した海上保安庁の監視取締艇

にえい
．．

航救助された。 

 船長は、波高が０.５～１ｍの状況下、出港前燃料を約１００ℓ搭載

したものの、約２０km/h の対地速力で約１時間半航行しており、燃料

計がほぼ０を示していたので、燃料が欠乏したと思った。 

船長は、えい
．．

航救助後に海上保安庁から燃料タンクに残油量があ

り、燃料管に空気が混入していたことを聞いた。 

分析 

 

 本船は、航行中、船長が、船体動揺から燃料管に空気が入った状態

で航行を続けたことから、船外機に燃料が供給されず、船外機を始動

することができなくなり、運航不能となったものと考えられる 

原因  本インシデントは、本船が航行中、船長が、本船の船体動揺から燃

料管に空気が入った状態で航行を続けたため、船外機に燃料が供給さ

れず、船外機を始動することができなかったことにより、発生したも

のと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、燃料タンク及び燃料消費量を正確に把握し、出港の際は

十分な燃料を搭載するとともに、波等で船体動揺が予想される場



 

合は、燃料系統に空気が混入することがないよう早めに燃料補給

を行うこと。 

 


